
　

日

本

生

産

性

本

部

は

９

月

�

日

、

第

１

０

０

期

「

人

事

部

長

ク

ラ

ブ

」

の

９

月

例

会

を

都

内

で

開

催

（

オ

ン

ラ

イ

ン

併

用

）

し

た

。

当

日

は

「

Ｔ

Ｏ

Ｐ

Ｐ

Ａ

Ｎ

グ

ル

ー

プ

�

歳

定

年

延

長

と

今

後

の

課

題

～

主

体

的

に

挑

戦

し

、

自

律

的

な

キ

ャ

リ

ア

選

択

に

向

け

」

を

テ

ー

マ

に

、

Ｔ

Ｏ

Ｐ

Ｐ

Ａ

Ｎ

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

ス

執

行

役

員

人

事

労

務

本

部

長

の

奥

村

英

雄

氏

が

講

演

し

た

。

　

同

社

で

は

、

２

０

２

２

年

に

定

年

を

�

歳

か

ら

�

歳

に

延

長

し

た

。

職

能

等

級

制

度

や

職

能

資

格

制

度

に

つ

い

て

は

�

歳

以

降

も

継

続

適

用

し

た

。

管

理

職

の

役

職

定

年

制

（

課

長

層

�

歳

、

部

長

層

�

歳

、

本

部

長

層

�

歳

）

は

維

持

し

た

。

労

務

費

は

増

加

す

る

が

、

少

子

高

齢

化

の

中

で

、

会

社

の

業

績

を

牽

引

す

る

人

的

資

本

へ

の

必

要

な

投

資

と

判

断

し

た

と

い

う

。

　

そ

の

後

、

�

歳

ま

で

の

雇

用

に

向

け

て

、

管

理

職

処

遇

制

度

の

改

定

に

取

り

組

ん

だ

。

職

能

資

格

制

度

を

改

め

、

役

割

等

級

制

度

を

導

入

し

、

処

遇

基

準

を

「

資

格

」

か

ら

「

役

割

」

と

す

る

こ

と

や

、

管

理

職

の

役

割

を

整

理

し

、

専

門

性

の

発

揮

を

要

す

る

管

理

職

を

「

エ

キ

ス

パ

ー

ト

」

と

す

る

こ

と

、

「

プ

ロ

フ

ェ

ッ

シ

ョ

ナ

ル

」

を

廃

止

し

「

専

任

職

（

非

管

理

職

）

」

を

導

入

す

る

こ

と

、

管

理

職

評

価

制

度

を

見

直

し

、

「

業

績

評

価

」

と

、

「

コ

ン

ピ

テ

ン

シ

ー

評

価

」

の

２

軸

で

評

価

す

る

こ

と

に

し

た

。

　

管

理

職

処

遇

制

度

の

改

定

に

お

け

る

最

大

の

課

題

だ

っ

た

役

職

定

年

後

の

専

任

職

の

戦

力

化

に

つ

い

て

は

、

専

任

職

の

モ

チ

ベ

ー

シ

ョ

ン

が

会

社

の

雰

囲

気

を

左

右

し

か

ね

な

く

、

モ

チ

ベ

ー

シ

ョ

ン

を

維

持

し

新

た

な

こ

と

に

積

極

的

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

も

ら

う

こ

と

が

必

須

と

考

え

、

専

任

職

へ

の

異

動

時

に

特

別

の

教

育

プ

ロ

グ

ラ

ム

で

あ

る

「

リ

パ

ー

パ

ス

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

の

受

講

を

義

務

付

け

た

。

メ

タ

ス

キ

ル

（

学

ぶ

こ

と

を

学

ぶ

）

開

発

を

実

現

し

、

自

ら

知

識

ス

キ

ル

を

高

め

、

価

値

創

造

す

る

人

材

へ

と

成

長

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

体

験

学

習

型

プ

ロ

グ

ラ

ム

と

な

っ

て

い

る

。

週

１

時

間

、

月

５

時

間

、

年

間

�

時

間

を

リ

ス

キ

リ

ン

グ

時

間

と

し

て

義

務

付

け

（

通

常

勤

務

時

間

内

）

、

約

８

０

０

０

本

の

コ

ン

テ

ン

ツ

の

中

か

ら

自

由

に

選

ん

で

学

習

す

る

動

画

学

習

サ

ー

ビ

ス

も

導

入

し

た

。

　

ま

た

、

社

内

（

グ

ル

ー

プ

内

）

の

重

点

・

成

長

事

業

を

オ

ー

プ

ン

に

し

、

従

業

員

が

主

体

的

に

様

々

な

職

務

や

組

織

に

挑

戦

で

き

る

仕

組

み

と

し

て

常

設

型

社

内

公

募

制

度

の

「

ジ

ョ

ブ

チ

ャ

レ

ン

ジ

制

度

」

を

導

入

し

た

。

一

般

職

コ

ー

ス

と

専

任

職

コ

ー

ス

が

あ

り

、

専

任

職

コ

ー

ス

で

は

専

任

職

の

み

エ

ン

ト

リ

ー

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

公

募

部

門

の

面

接

に

は

人

事

部

門

は

介

入

せ

ず

、

異

動

元

職

場

に

は

拒

否

権

は

な

い

。

　

同

社

で

は

２

０

０

８

年

に

、

従

業

員

が

「

働

き

が

い

」

を

感

じ

な

が

ら

仕

事

に

取

り

組

む

こ

と

が

で

き

る

環

境

の

整

備

等

を

目

的

に

、

労

使

の

協

議

機

関

と

し

て

「

労

使

働

き

が

い

推

進

委

員

会

」

を

設

置

し

た

。

議

題

は

、

勤

務

制

度

や

評

価

及

び

処

遇

制

度

、

福

利

厚

生

な

ど

広

範

に

わ

た

り

、

こ

れ

ま

で

累

計

�

回

実

施

し

て

い

る

。

奥

村

氏

は

、

「

こ

れ

ま

で

様

々

な

制

度

改

定

な

ど

を

行

っ

て

き

て

い

る

が

、

こ

れ

も

健

全

な

労

使

関

係

の

賜

物

で

あ

り

、

そ

れ

が

な

い

と

こ

の

よ

う

な

改

定

は

な

し

え

な

か

っ

た

」

と

強

調

し

た

。


